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第 ７ 回   熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

平成25年12月16日(月曜日) 

            午前10時１分開議 

            午後０時５分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 平成25年度熊本県一般会計補

正予算(第４号) 

議案第23号 平成25年度農林水産関係の建

設事業の経費に対する市負担金(地方財

政法関係)について 

議案第29号 指定管理者の指定について 

議案第30号 指定管理者の指定について 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 
①農地中間管理機構について 

②経営所得安定対策見直し後の所得等

の試算について 

③第33回全国豊かな海づくり大会～く

まもと～実施報告について 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 田 代 国 広 

        副委員長 緒 方 勇 二 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 前 川   收 

        委  員  吉 永 和 世 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 早 田 順 一 

        委  員 泉   広 幸 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

農林水産部 

部 長 梅 本   茂 

政策審議監 豊 田 祐 一 

経営局長 濱 田 義 之 

生産局長 渡 辺 弘 道 

農村振興局長 大 石 二 郎 

森林局長 岡 部 清 志 

水産局長 鎌 賀 泰 文 

農林水産政策課長 田 中 純 二 

団体支援課長 山 口 洋 一 

      首席審議員兼        

農地・農業振興課長 船 越 宏 樹 

担い手・企業参入支援課長 國 武 愼一郎 

流通企画課長 西 山 英 樹 

むらづくり課長 潮 崎 昭 二 

農業技術課長 松 尾 栄 喜 

農産課長 山 中 典 和 

園芸課長 古 場 潤 一 

畜産課長 矢 野 利 彦 

首席審議員兼農村計画課長 荻 野 憲 一 

技術管理課長 緒 方 秀 一 

    農地整備課長 小 栁 倫太郎 

森林整備課長 長﨑屋 圭 太 

林業振興課長 小 宮   康 

森林保全課長 本 田 良 三 

水産振興課長 平 岡 政 宏 

漁港漁場整備課長 原 田 高 臣 

全国豊 

かな海づくり大会推進課長 平 山   泉 

農業研究センター所長 麻 生 秀 則 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 松 尾 伸 明 

   政務調査課課長補佐 板 橋 徳 明 

――――――――――――――― 

  午前10時１分開議 

○田代国広委員長 おはようございます。 

 それでは、ただいまから第７回農林水産常
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任委員会を開会いたします。 

 本委員会に付託された議案を議題とし、こ

れについて審査を行います。 

 まず、議案について執行部の説明を求めた

後に、一括して質疑を受けたいと思います。

なお、執行部からの説明は、効率よく進める

ために着座のまま簡潔にお願いいたします。 

 それでは、梅本農林水産部長から総括説明

を行い、続いて担当課長から順次説明をお願

いします。 

 

○梅本農林水産部長 おはようございます。 

 初めに、11月上旬の先生方管外視察に同行

させていただきまして、本当にありがとうご

ざいました。現地で得られました情報は、今

後の施策に役立ててまいりたいと存じており

ます。 

 それでは、今回御提案しております議案の

概要につきまして御説明を申し上げます。 

 平成25年度の一般会計補正予算と条例等関

係の３件でございます。 

 まず、補正予算でございますが、総額１億

円余の増額補正となっており、補正後の農林

水産部の一般会計と特別会計の予算総額は70

4億円余となります。 

 補正予算の主な内容でございますが、特用

林産振興施設の国庫補助内示増、今年度災害

により被災した林道復旧に対する補助及び治

山施設の災害復旧に要する経費を計上してお

ります。 

 あわせまして、債務負担行為として、早期

発注により来年度前半の事業量を確保し、年

間を通じた事業執行の平準化を進めるため、

いわゆるゼロ県債などを設定しております。 

 また、地元との調整や用地の交渉など、諸

般の事情により繰越明許費の設定をお願いし

ております。 

 次に、条例等関係といたしまして、平成25

年度に県が実施する農林水産関係の建設事業

の経費に対する受益市の負担割合を定める議

案１件のほか、漁港施設の指定管理者の指定

２件を御提案しております。 

 以上が今回提案しております議案の概要で

ございますが、詳細につきましてはそれぞれ

担当課長から説明させますので、よろしく御

審議のほどお願い申し上げます。ありがとう

ございます。 

 また、その他報告事項といたしまして３件

を用意しております。 

 国の農政の大きな変化として注目を集めて

おります農地中間管理機構と経営所得の安定

対策の見直しが行われましたので、その後の

所得等の試算、並びに先般開催させていただ

きました第33回全国豊かな海づくり大会の実

施報告でございます。それぞれ担当課長から

御説明させます。どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

 

○田中農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 常任委員会説明資料の１ページをお願いい

たします。 

 12月補正予算の総括表でございます。一番

下の３、合計の欄をごらんください。 

 農林水産部関係で１億1,300万円余の増額

補正となっております。右側でございます

が、補正後の額につきましては、704億5,000

万円余となっております。 

 補正予算の詳細につきましては各課から説

明いたします。 

 次に、資料12ページをお願いいたします。 

 平成25年度繰越明許費の設定でございま

す。 

 設定額につきましては、今年度の事業の進

捗状況等を踏まえて算出しております。 

 合計額が一番下の欄でございます。合計で

179億3,000万円となっております。 

 農林水産課は以上でございます。 

 

○潮崎むらづくり課長 むらづくり課でござ
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います。 

 補正予算について説明をいたします。資

料、戻りまして２ページをお願いいたしま

す。 

 国庫支出金返納金で、補正額は42万5,000

円でございます。 

 説明欄に記載のとおり、中山間地域等直接

支払交付金に係る国庫支出金の返納です。事

業費の確定に伴う執行残などを、熊本市ほか

７市町村から県を通して国に返納するもので

ございます。 

 以上でございます。 

 

○松尾農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 資料の３ページをお願いいたします。 

 農作物対策費のうち国庫支出金返納金につ

きまして、18万5,000円の増額補正をお願い

しております。 

 これは説明欄のとおり、ＧＡＰ取組支援事

業、これは具体的に言いますと、農業生産の

各作業ごとに点検する項目を定めまして、そ

れをきちんとチェックし、記録を残すことで

より安全な農産物づくりなどにつなげようと

いうものでございますけれども、この事業の

補助金の確定に伴いまして、国への返納を行

う予算でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○古場園芸課長 園芸課でございます。 

 説明資料４ページをお願いいたします。 

 野菜振興対策費225万円の増額補正と債務

負担行為の追加をお願いするものでございま

す。 

 説明欄にあるとおり、野菜価格安定対策事

業は、事業対象の野菜につきまして、その価

格が著しく低落した場合、生産者に対し価格

差補給金を交付するものでありまして、生産

者、県、国が負担割合に応じて予約数量分の

資金を造成することになっております。９月

に25年度の予約数量及び24年度の交付額が確

定いたしましたので、県の資金造成不足分22

5万円を増額補正するものでございます。 

 次に、下段の債務負担行為の追加について

でございます。 

 国の指定野菜価格安定対策資金につきまし

ては、県の資金造成額の一定割合を現金のか

わりに支払い保証、債務負担行為として納付

できることになっており、１億8,608万円の

債務負担行為をお願いするものでございま

す。 

 御審議よろしくお願いいたします。 

 

○矢野畜産課長 畜産課でございます。  

 資料の５ページをお願いいたします。 

 国庫支出金返納金といたしまして、補正額

567万円余りをお願いいたします。 

 これは説明欄に記載のとおり、公社営畜産

基地建設事業において、平成10年度から平成

11年度に整備しました施設の事業停止により

ます財産処分に伴います国庫支出金の返納金

でございます。 

 畜産課は以上でございます。よろしく御審

議お願いいたします。 

 

○小栁農地整備課長 ６ページをお願いいた

します。 

 上段の土地改良事業費に3,400万の増額補

正をお願いしております。 

 説明欄にあります地域密着型農業基盤整備

事業は、県営の農業農村整備事業の実施地域

等において、県営事業と連携して実施する単

県事業で、本来は当初予算の範囲内で事業を

行うものでございます。しかしながら、今

回、熊本広域大水害による阿蘇谷の被災農地

の中に、国の災害復旧事業で申請できなかっ

た小災害農地が存在していることが判明した

ことから、水稲作付など営農再開に支障を来

さないよう、本事業で緊急的、例外的に対応

することといたしました。このため、当初予
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定しておりましたほかの工事を実施するため

に不足する事業費を今回要望するものでござ

います。 

 次に、下段の農地防災事業の債務負担行為

の変更でございます。 

 田原地区農地防災事業で、益城町の木山川

に築造されております老朽化した取水堰の改

修工事を、平成25年度から26年度の２カ年で

実施する予定でありましたが、今回、基礎地

盤の追加調査を行った結果、想定よりも地盤

が悪く、堰本体構造や仮設計画の見直しが必

要となり、全体事業費の増額、１億5,000万

円から２億6,000万円、１億1,000万円の増が

必要となりました。 

 また、工期につきましても、本体構造等の

設計見直し等に不測の期間を要したことか

ら、工事の発注がおくれ、工期を１年延伸す

る必要が生じたものでございます。 

 以上の理由により、債務負担行為限度額

を、平成26年度の6,000万から、平成26年度

１億5,000万、平成27年度9,000万の合計２億

4,000万に増額し、また、工事期間を平成26

年度から平成27年度へ１年間延伸をお願いす

るものでございます。 

 農地整備課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○長﨑屋森林整備課長 森林整備課でござい

ます。 

 説明資料の７ページをお願いいたします。 

 県有林費で2,198万円余の増額補正を提案

させていただいております。 

 これは、県が管理しております分収林の立

木を売り払いしたところ、予定よりも収入が

上回り、この結果、土地所有者へ支払う分収

交付金が増額したことによるものです。 

 森林整備課は以上でございます。よろしく

御審議のほどお願いいたします。 

 

○小宮林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 予算説明資料の８ページをお願いいたしま

す。 

 上段の林業振興指導費の林業・木材産業振

興施設等整備事業費につきまして、985万円

余の増額補正をお願いしております。 

 これは説明欄のとおり、特用林産振興施設

等の整備補助を行うもので、国庫の内示増に

より増加するものでございます。 

 下段の林道災害復旧費の現年林道災害復旧

費につきましては、本年９月の豪雨により被

災しました林道坂本山江線など３路線、４カ

所の災害復旧費、927万円余の増額補正をお

願いしております。補正額の合計は1,912万

円余の増額となります。 

 林業振興課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○本田森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 資料９ページをお願いします。 

 12月補正としまして、単県治山事業費で1,

300万円のゼロ県債の債務負担行為の設定を

お願いしております。 

 事業内容としましては、経年変化により塗

装が劣化した鋼製落石防止柵の再塗装を実施

するもので、八代市で事業を実施予定してお

ります。 

 また、下段の現年治山災害復旧事業費で3,

000万円の補正をお願いしております。 

 これは７月の梅雨前線豪雨により被災した

治山施設の復旧整備を実施するもので、阿蘇

市で事業を実施予定しております。 

 森林保全課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いします。 

 

○原田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 説明資料の10ページをお願いいたします。 

 まず、補正予算について説明します。 
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 上段の水産環境整備事業費でございます

が、債務負担行為の追加をお願いしておりま

す。 

 これは、有明海東における覆砂工事で、来

年度の施工を予定しておりますけれども、ノ

リ養殖開始時期までに工事を完了させるため

には年度内の契約が必要となるため、２億円

のゼロ国債の設定をお願いするものです。 

 下段の漁港管理費で債務負担行為の追加を

お願いしておりますけれども、こちらにつき

ましては、議案を提出しておりますので、そ

ちらのほうで御説明させていただきます。 

 次に、11ページをお願いします。 

 上段の水産生産基盤整備事業費において、

債務負担行為の追加をお願いしております。 

 これは、熊本市河内地先の塩屋漁港におけ

る残土処理護岸の整備に係るものですが、こ

ちらもノリ養殖開始時期までに工事を完了さ

せる必要があるため、２億円のゼロ国債の設

定をお願いするものです。 

 下段の単県漁港改良事業費では、1,110万

円の債務負担行為の追加をお願いしておりま

す。 

 これは、県が管理しております漁港施設及

び海岸施設におきまして、破損、老朽等によ

り安全管理上支障を来している箇所につきま

して、早急に対策の必要があるため、ゼロ県

債の設定をお願いするものです。 

 続きまして、条例等の関係でございます。

13ページをお願いします。 

 議案第23号は、９月補正予算で御承認いた

だきました樋合漁港フィッシャリーナ機能強

化対策事業の経費に対し、受益市である上天

草市の負担率を定めるものでございます。 

 この負担率を定めるに当たりましては、受

益市町村の意見を聞いた上で、県議会の議決

を経て定めることとなっております。なお、

負担割合につきましては、上天草市の同意を

得ております。 

 続きまして、14ページをお願いいたしま

す。 

 議案第29号指定管理者の指定についてでご

ざいます。 

 まず、樋合漁港の漁港利用調整施設につき

まして、平成26年４月１日から平成31年３月

31日までの５年間、フィッシャリーナ天草株

式会社を指定管理者として指定することの提

案でございます。 

 提案理由は、指定管理者を指定するに当た

りましては、議会の議決を得る必要があるた

めでございます。 

 15ページのほうで御説明させていただきま

す。 

 １の選定の経緯でございますけれども、７

月26日から８月29日まで募集を行い、１団体

からの申請を受けて、指定管理候補者選考委

員会を９月18日に開催しました。 

 選定結果につきましては、２にありますと

おり、現在の指定管理者であるフィッシャリ

ーナ天草株式会社を指定管理候補者に選定し

ております。 

 選定の主な理由でございますが、３にあり

ますように、これまでも地域関係機関等との

連携した取り組みが行われており、今後の計

画なども実現可能性が高いこと、職員の資質

向上を通じたサービス充実のための取り組み

が認められること、そして、指定管理候補者

選考委員会の審査において高い得点を得、指

定管理候補者として適当との報告を受けたこ

とを評価したものでございます。 

 額につきましては、資料お戻りいただきま

して10ページをごらんになっていただきたい

んですが、５年間で3,265万6,000円の債務負

担をお願いしております。 

 続きまして、また資料飛びますけれども、

16ページをお願いします。 

 議案第30号、こちらも同じく指定管理者の

指定でございます。 

 牛深漁港の漁港浄化施設につきまして、平

成26年４月１日から平成31年３月31日までの
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５年間、九州テクニカルメンテナンス株式会

社を指定管理者として指定することの提案で

ございます。提案理由は先ほどと同じです。 

 17ページをお願いします。 

 １の選定の経緯でございますが、先ほどと

同様に募集をいたしまして、選考委員会も９

月18日に開催しております。申請は１団体か

らでございました。 

 選定結果につきましては、２にありますと

おり、現在の指定管理者である九州テクニカ

ルメンテナンス株式会社を指定管理候補者に

選定しております。 

 選定の主な理由としましては、３にありま

すように、経費節減の提案など、具体的かつ

効果的な維持管理計画がすぐれていること、

安定的な運営が可能となるための人的、経理

的基盤があると認められること、そして、指

定管理候補者選考委員会の審査において高い

得点を得、指定管理候補者として適当との報

告を受けたことを評価したものでございま

す。 

 額につきましては、また10ページをごらん

になっていただきたいんですが、５年間で１

億1,498万円の債務負担をお願いしておりま

す。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○田代国広委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、議案について質疑を受けた

いと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 それでは質疑をさせていただ

きますが、まず、ゼロ国債、ゼロ県債の話で

ありますが、今年度から来年度に向けて、農

林水産部のほうでもゼロ県債の発行というこ

とに踏み込んできていただいたこと、私は、

発行していただきたいという主張をしてきた

人間としては、大変ありがたく思っておりま

す。 

 理由については、もう御承知のとおりであ

りますが、単年度主義というのがなかなか一

般経済ともなじまないところがあって、４月

から４、５、６という３カ月ぐらいが、いわ

ゆる事業がとまってしまう、公共事業がとま

ってしまうということを考えれば、その間を

いかに上手に使っていくかということが非常

に大事な視点で、とはいえ、単年度主義、３

月31日決済というのをやめるわけにはいかな

いし、単年度決済をやめると、秩序のない予

算執行ということになってしまうから、その

両立を図って、いわゆる端境期をなくしてい

くという手法というものが幾つかある、その

中の一つがゼロ県債ということだというふう

に思っています。 

 そこで、質問なんですけれども、今回、今

の説明だけで見ると、森林保全課の施設整

備、それから、あとはほとんど漁港漁場整備

課が多かったというふうに――ゼロ国も含め

てなんですけれども、なっていますが、ゼロ

県債を発行しようという、設定しようという

ことの取り組みをしていただいたとは思って

いますが、その割には若干予算の規模も内容

も少ないのかなというふうに思っておりまし

て、こういった取り組みをしていく上におい

て弊害になる部分、何が弊害でなかなか取り

組めないのか、農林水産の農のほうにはほと

んど見なかったかなというふうに思っていま

す。林と水産だけしかなかった。説明があっ

たかなかったかわかりませんけれども、そう

いったところも含めて、ゼロ県債に取り組ん

できた結果として、弊害になる部分というこ

とについて教えてもらえればと思いますが。 

 

○田中農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 一般的な事柄ということで、まず私のほう

から説明させていただきます。 

 まず、ゼロ県債のほうですけれども、年度
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内に契約まで行うということで、契約するた

めの用地とかあるいは設計とか、そういう着

手前の準備が整っているというふうな条件が

必要になっております。 

 以上でございます。 

 

○大石農村振興局長 農村振興局です。 

 農業農村整備事業につきましては、今回ゼ

ロ県債を出しておりません。ただ、予算的に

は、前年度、経済対策でかなりの予算がつい

ておりまして、地区によりましては繰り越し

の手続をしながら執行するという状況もござ

いますので、４月以降の工事発注というの

も、そこである程度できるというのもござい

まして、ゼロ県債は今回いたしておりませ

ん。 

 

○前川收委員 わかりました。農業分野にお

いては、来年度事業の確保ができているとい

う前提だと思います。という話だったと思い

ます。ほかは、まあ一般論の話でいけば、で

きれば発行することを前提の年間スケジュー

ルというんですか、ということに取り組んで

もらいたいなというふうに思っております。 

 といいますのは、もちろん目いっぱいお忙

しいことはよくわかっておりますし、とりわ

け災害対応とか、それから補正予算対応とい

うものについて、非常にきちきちのスケジュ

ール感があるんだろうというふうに思います

けれども、その辺はなしにして、一般的な考

え方という前提において言えば、先ほど理由

を説明したとおり、ゼロ県債というのは非常

に有効な経済対策に私はなるというふうに思

っておりまして、ゼロ県債を発行するのは悪

いことじゃなくて、むしろそういう取り組み

をしていって、県内経済全体にいい影響を出

すというような形をぜひ考えてもらえればな

というふうに思います。 

 公共事業だけじゃないんですね。公共事業

というのは、要するに何か建物をつくった

り、災害復旧をやったり、物をつくったりと

いうことだけじゃなくて、例えば森林関係の

補助事業等々もたくさんございますね。私は

そちらの担当もしているんですけれども、そ

ういうのも結局どの事業も県絡み、国絡みの

話というのは、４月になればぱたっと、いわ

ゆる予算配分が決まっていませんという前提

で、予算はもちろん４月までには通っている

んですけれども、その後、どこに幾ら配分す

るのかというところまで含めて、振興局に聞

くと、予算措置がまだ確定していないのでと

いう話があって、いわゆる一般の皆さん方が

使う補助事業等々も、やっぱり３カ月ぐらい

は待っとかなければできないということにな

ります。 

 例えば、造林事業をやろうということで、

今手はあいていると、何をやるかというと、

その補助関係ではやることがない、なかなか

やりづらいところがありますので、そういう

ところも、まあ、それはゼロ県債になるのか

どうなのか、ちょっと私は技術的な話はよく

わかりませんけれども、そういったことがな

いようにしていってやれる、しかも、予算の

単年度主義ということを守りながら、なおか

つその中でそういった取り組みができること

をやっていけば、使用している予算の額は同

じであっても、一般的な経済に与える影響と

か、それから事業効果というものについて

は、格段の差が多分出るんだろうというふう

に思います。 

 そういったところを、いわゆる工事に絡む

ものだけじゃなくても、ぜひそういったこと

も今後考えていただきたいと思いますが、今

私が言ったこと、いわゆる工事以外の部分に

ついてはどういう手法があるのか、今答えが

あればぜひ教えてもらいたいと思いますし、

何かそういう、つまり申請補助事業みたいな

やつですよね。そういったものについて、結

局４月からとまらないようにやっていく方法

は何かないのか。 
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 随分無駄をやっているんですよ。もう私が

言わなくても皆さん方御承知のとおりだと思

いますが、４月からは何もできないんです

ね。だから、それは何か繰り越すのか、事前

に予約制みたいな形でやって、事業だけは先

に進めていいですよという話にするのか。そ

れもなかなか役所は、やっぱりやりづらいと

ころがかなりあるんでしょうからね。 

 ただ、我々は、２月県議会で来年度予算の

審議をしておりますから、その最終日に、予

算が通った時点でゴーサインはもう出ている

と思うんですね、それは私たちから見れば。

それが、今度は県庁の中でずっとおりていく

のにとても時間がかかって、それはもう先に

やった上で、予算が通った４月１日はどうぞ

ゴーだと言えるような何か事務的なものがで

きないのかなとも思います。長年そうやって

きているので当たり前と思っているかもしれ

ませんが、僕らから見れば、４月１日付に

は、いわゆる法律上の規定は議会に予算を諮

って通すという、それはもうクリアしている

はずでありますから、その辺のところを含め

て、何か方法はないのか。 

 

○岡部森林局長 森林局ですけれども、今委

員がおっしゃられました、４月から６月あた

りの端境期ということですけれども、先ほど

委員も御発言ありましたけれども、補助事業

の場合は、指令なりという行為が、補助金の

負担行為とか指令というような行為が出てき

ますので、まずそれをやる前に着手するなら

ば、指令前着工とか、そういう制度を活用し

ないといけませんので、指令前着工するに

も、まず計画枠の内示とか、そういう行為が

出てきますので、なるべく急がないといけな

いということは確かだと思いますが、一般的

には、そういう補助事業の場合は制約が出て

くるというのが１点あると思います。 

 委員がおっしゃいました造林事業の場合は

ですね、造林事業も同じようなことではある

んですけれども、造林事業の場合は、事後申

請とかいうようなことの、まあ補助事業では

本当特殊な事業の中に入っておりますので、

造林の間伐とか、そちらについては、２月に

行ったのを６月とかにも申請云々というのが

出てきますので、造林事業あたりについて

は、ちょっと特殊ですけれども、今委員がお

っしゃったようなことの考えをさらに踏み込

んで取り組めるのかなというふうに思いま

す。ただ、一般的にはなかなか難しいところ

がありますので、今後勉強させていただけれ

ばなというふうに思います。 

 

○前川收委員 会計制度というのが前提とし

てあることはよくわかった上で私も言ってい

るので、その会計制度に違反にならない、こ

れはもう当たり前のことですね。なおかつ、

ゼロ県債なんていうのもそうなんですけれど

も、制度上、きちっと間違ってなくてもやれ

るという方法をやっぱり考えてやっていくこ

とができれば、これはやっぱり県経済には非

常に大きな部分があるし、それこそが他県と

の違いというんですか、熊本としてはこうい

うことを取り組んでいますよという前向きな

姿勢というものが示されることは非常にいい

ことだと思いますし、県民も喜んでいただけ

ると。県民の幸せ量のアップにも必ずつなが

ると思いますので、まあ技術的な部分はある

かもしれませんが、ぜひ余りかたくならず

に、法律違反をしろと言っているんじゃなく

て、慣例とかなんとかということでは、慣例

だったら変えればいいわけですから、法律だ

ったら、法律も変えればいいんだけれども、

そう簡単に変わらない法律もありますので、

慣例にとらわれるようなことがないように、

全ての局、課において取り組みをしてもらい

たいというふうに思います。 

 以上です。あと、最後のは要望でいいで

す。 

 

 - 8 -



第７回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成25年12月16日) 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○村上寅美委員 ２ページの中山間について

ちょっと担当課長にお尋ねしますけれども、

これが、国のほうの指定でやっているのと、

それから、まあ漏れたところというのかな、

例えば同じ金峰山一帯でも、指定していると

ころとしていないところとあるね。この辺は

これまでのことはこれまでとして、今後見直

しという形をやっていると思うから、その辺

の経過というか、その辺をちょっと聞きたい

な。 

 

○潮崎むらづくり課長 むらづくり課です。 

 今村上委員のほうからございました金峰山

周辺につきましては…… 

 

○村上寅美委員 そこだけじゃないだろう。

俺はそこを質問しとるけど、幾つかあるはず

だ、熊本県でね。 

 

○潮崎むらづくり課長 県の特認という制度

がございまして、そこを十分これまでもでき

る限りそれを使って、なるだけ広く特認とし

て地域を追加で指定をしてきたところです。

それでも、まだまだ十分地元の希望に応えら

れていない部分があります。それについて

も、やはり一定の基準といいますか、そうい

うのがございますもので、それをどうやって

クリアしていくかというのを一つ検討しなが

ら進めているということでございまして、昨

年度、少し特認で広げた経緯はございます。 

 それともう１つ、国の動きと絡むんですけ

れども、新たな直接支払制度というのが出て

くる予定になっていますので、そこら辺が出

ると、その中山間の直接支払いで対応できな

かった部分も対応できるようになるのかなと

いう動きもございますので、そこら辺もにら

みながら検討しているという状況でございま

す。 

 

○村上寅美委員 君が今説明したのは、これ

までの過程を説明しているわけだね。今後、

見直しということを僕は国のほうで聞いたも

のだから、全般的に見直しますという話を聞

いたものだから、特認でなくて、やっぱりレ

ギュラーで国の制度にのるようにすべきじゃ

ないかと。その辺の状況が進んでいればお話

を聞きたいということだね。 

 

○潮崎むらづくり課長 中山間制度は、５年

に１度の切りかわりで、その都度見直しされ

ていくんですけれども、それが今度は27年度

がその時期になります。それに向けて、１つ

は、先ほど言いましたけれども、新たな直接

支払制度ができ上がるのに対して、中山間の

直払いがどうなるのかというのもございます

けれども、今度の５年ごとの見直しのとき

に、具体的な27年度の見直しについての動き

はございませんけれども、熊本県のほうから

は…… 

 

○村上寅美委員 今動きはない。 

 

○潮崎むらづくり課長 特にまだございませ

んけれども。 

 

○村上寅美委員 ただ、27年度が来て国のほ

うで基本的なことは決まってしまってからは

どうすることもできぬから、県として特認を

なるべく早くから要望する必要があるんじゃ

ないかというのが１点。 

 それから、これについて直接支払いという

ことは、これは市町村から支払うんでしょ

う。 

 

○潮崎むらづくり課長 これは、国、県を通

して市町村のほうに移行されて、市町村のほ

うから交付するという…… 
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○村上寅美委員 だから、市町村によって、

県までは同一だけど、国から県までおりてき

て、今度は県が市町村にしてから非常に遅い

んですよね、熊本市の場合は。だから、その

辺のところ、熊本市だろう、市の場合。市町

村でしょう。だから、その辺の連携というの

はうまくとれているの。 

 

○潮崎むらづくり課長 この制度自体はかな

り、１期目、２期目、今３期対策に入ってい

る、結構長い間やってきた制度ですので、そ

こら辺の連携は基本的にはとれているという

ふうに思っているんですが、一部合併したと

ころの市町村にあっての動きというのが、今

委員おっしゃったような形でずれが来ている

のかなと思いますので、そこはもう一回県と

しても十分指導して…… 

 

○村上寅美委員 これはもう私の要望で結構

だけど、この中山間のこれは非常に使いやす

くて、みんな待っとるわけたい。だから、ぜ

ひ要望したいと思います。 

 もう１点いいですか。 

 漁港漁場課長、ゼロ国で塩屋に２億円つい

とるけども、これは総額は大体幾らつくの、

年間。 

 

○原田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

す。 

 現在ゼロ国で設定しておりますのは、今護

岸建設中でございますけれども、そこの仕上

げの費用として必要な分ということで、いわ

ゆる海の工事に係る分として必要な分という

ことで２億円しております。 

 全体としましては、今年度大体４億ぐらい

ございましたので、そのベースぐらいでの配

分ということで今考えてはおります。 

 

○村上寅美委員 それは１月と言ったでしょ

う、入札を。さっき説明で、確か。ゼロ国で

１月。 

 

○原田漁港漁場整備課長 １月とは言ってお

りません。年度内の契約が必要と。 

 

○村上寅美委員 それは、せっかくゼロ国に

なったなら早くして、そして４月に年度が変

わったら、海のほうももうノリも終わっとる

から、いいわけだからね。早く仕事をしても

らいたいと思うのは、ことしも８月の大体15

日とか、そういうことを漁協が期限切るもの

だから、とにかく支障のない限り延ばしてく

れというような要望が来るから、そうして頼

んどるけども、なるべくなら、４月１日から

というわけじゃないけども、もう４月着工が

できるようにね。その辺はさっきの前川委員

の話にもつながるけども、事務的におくれて

きとるのはちょっと急いでもらいたというこ

とを、これは要望しておきますから。で、４

億ね、大体。 

 

○原田漁港漁場整備課長 26年度の予算とい

うことでよろしいでしょうか。 

 

○村上寅美委員 はい。護岸の堰堤を早くし

てもらわないと、ヘドロが入れられぬわけで

すね、一回閉めないと。だから、ヘドロを除

去するという形でやっとるから、そうする

と、やっぱりイコールアサリとか沿岸漁業と

かに影響があるから、とにかく予算を聞い

て、そしてなるべく急いでもらいたいという

ことですね。 

 

○原田漁港漁場整備課長 失礼しました。先

ほど私４億と言ったんですが、県予算上は３

億設定しております。 

 

○村上寅美委員 そがんだろう。とにかく急

いでもらうように。 
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○早田順一委員 先ほど前川委員のほうから

ゼロ県債のことで御質問がありまして、私も

前川委員と同じで賛成でございまして、事業

執行の平準化ですか、これをするためには、

この手法というのは大変期待するものがある

と思いますので、私からも要望をさせていた

だきたいというふうに思います。 

 それからもう１つ、12ページの25年度の繰

越明許費のことなんですが、経済対策もあっ

て、予算額というものも大変大きなものだっ

たと思います。そういった中で、これは179

億3,000万の繰り越しがあっておりますけれ

ども、部長の説明では、地元との調整とか、

あとは用地の交渉などというふうにありまし

たけれども、金額的にこれが適正なのかどう

かというのはちょっと私わかりませんので、

その辺の説明をお願いしたいと思います。 

 

○田中農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 過去の12月議会におけるこの繰越額の設定

でございますけれども、その額が、24年度が

239億ほどございました。その前の平成23年

度が100億ということで、平均しますと、本

年度の179億程度の平均のところに過去２年

間ではなっているところでございます。 

 これにつきましては、経済対策の状況とか

事業量に応じてやはり事業の進捗状況は変わ

ってきますので、今回のやつはこの上限とい

うことで、この179億をお願いしたいという

ことで御提案しているところでございます。 

 

○早田順一委員 まあ、適正ということだと

いうように思いますけれども、いろんな災害

があって、たしか用地交渉とか、そういう方

々も恐らくたしかふやされたというふうに思

いますけれども、その効果というのは上がっ

たと思われているんでしょうか。 

 

○田中農林水産政策課長 工事の進捗のため

に、先般の委員会でも御説明したとおり、任

期付の職員を10名つくったり、あるいは工事

の発注に当たっては現場代理人の併任を緩和

したりとか、さまざまな対策をとって工事の

進捗に向けて取り組んでいるところでござい

ます。 

 なお、用地関係とか、相手方のある部分も

ありますので、必ずしも人員とかがすぐに効

果に結びつかないところもございますけれど

も、ぜひ、我々も、人員あたりを、嘱託職員

あたりの増とか、そのあたりも手当てを精い

っぱいしながら事業の進捗を行っているとこ

ろでございます。引き続き頑張ってまいりた

いと思います。 

 

○早田順一委員 それから、明許繰越とその

事故繰越があると思いますけれども、その事

故繰越というのはどれぐらい農林水産である

んでしょうか。 

 

○田中農林水産政策課長 事故繰越は、今か

らの見込みでございますけれども、約15億程

度ぐらい最大であるんじゃないかというふう

に見込んでおります。 

 

○早田順一委員 その15億というのは、繰り

越しというのは可能なんでしょうか。 

 

○田中農林水産政策課長 制度上繰り越しが

できるように司法上なっております。 

 

○早田順一委員 災害関係でちょっとお聞き

していたんですけれども、１年目は、繰り越

しも事故繰越オーケーだと、２年目からは、

同じ理由ではなかなか難しいんだろうという

話を聞きましたけれども、それはクリアでき

そうなんでしょうか。 

 

○田中農林水産政策課長 繰り越しのほう

は、当初、今179億出しています明許繰越の
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ほうで翌年度に繰り越しまして、それが、そ

の次の年にやっぱり諸般の事情で執行できな

い場合が事故繰越ということでなっておりま

すので、可能でございます。 

 

○早田順一委員 ということは、大丈夫とい

うことですね。 

 

○田中農林水産政策課長 これは国庫補助あ

たりは国との協議がございますので、そのあ

たりの手順を経た上でのその手続が必要かと

思っております。 

 

○西聖一委員 繰り越しする分は、もう入札

が決定しているから繰り越すんですけれど

も、担当者も大変厳しい思いをしているわけ

ですね。ここに出てくるのはまだ契約してい

るからいいんですけれども、例えば２月補正

になってくると、国庫返納金、もう事業がで

きないから返さなければならないという事業

費も相当出てくるんでしょう。それをちょっ

とお尋ねしたいと思います。 

 要するに、もう予算を全部消化してしまっ

ていると判断するべきなんですか。今入札不

調とかいって、業者も受けきらないような現

状が今あるわけですよね。作業もおくれてい

るのは、そういうところもあって繰り越さざ

るを得ない部分も多分にあると思うんです

よ。これはこれで決定している分だからまだ

いいんですけれども、国から予算をもらって

いるけれども、やっぱり入札もできないで返

す分というのも今後出てくると考えていいん

でしょうかという話です。 

 

○田中農林水産政策課長 明許繰越のほう

は、必ずしも契約というのが前提ではござい

ませんので、契約がなくても未契約という形

で繰り越しが可能というふうな制度になって

いると思っております。 

 

○前川收委員 明許繰越のほうは、１回目、

１回目と言うとおかしいんですけれども、別

にスムーズにいくと思います。特に、いつも

決算委員会でも私かなり言ったんですけれど

も、補正予算が恒常的になってしまっている

という現状から見たときに、ことしも、今５

兆5,000億ですか、補正が閣議決定しました

から、多分国会を通るのが２月とか３月でし

ょう。その後に、うちの２月、３月補正とい

う形の取り組みをすれば、必然的に４月１日

に必ず１回繰り越すと。これは明許繰越を必

ずやらざるを得ないと。その次に、今度は本

当のいわゆる繰り越しをやるときに、これが

事故繰越ですよと言われるのがかなりつらい

ということで、一般の補正予算であれば、４

月以降通して、そして翌年度の４月で１回目

の明許繰越、そして１年間待った後の次が事

故繰りということになるので、トータル24カ

月基本的には使える、使えると言うんです

か、制度上は使いやすい。しかし、補正予算

の場合は、１回目が１カ月か２カ月ですぐ来

てしまうので、実際は12カ月プラス２カ月、

まあ２カ月もあってないようなもの、２カ月

ですから、１年間で消化しろというのが非常

に今厳しい状況になっているということの御

指摘だろうと思います。 

 全く私も同感でありまして、ここはやっぱ

り事故繰りの対応というんですか、補正予算

に起因するものについては、いわゆる一般予

算と同じように、本来補正というのは、一般

で組むべきところを、まあ幾つかの理由があ

って、その時々の理由の中で補正ということ

で臨時的な措置がとられているわけでありま

すから、これは基本的には国の都合ですよ。

まあ、国の都合という言い方はおかしいかも

しれません。地方にも影響が出るわけだか

ら。いい影響も出ますからね。それをやめろ

という意味で言っているわけではないので、

それはしっかり対応してもらいたいんだけれ

ども、制度上、これもさっきの単年度主義と
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同じような話で、１回目はいい、２回目はだ

めだなんていう話は、本来のいわゆる通常予

算で組むべき予算と補正で組まれたものが、

その差が出て、非常に難しい状況が生まれて

くるということだと思いますので、国のほう

にこれはちゃんと、全国同じはずであります

から、そうしないと、補正予算は組まれて

も、誰も消化できないという状況が生まれて

くる。とりわけ、本県においては災害まで生

まれてしまっている。これはもう仕方なかっ

たわけですから、昨年の災害まであって、補

正も重なったという状況の中での事情もある

わけでありますから、その部分の、いわゆる

事故繰りという部分、補正が事故繰りになる

という部分については、緩和措置等々につい

て国のほうに働きかけをしていただいている

というふうに思いますが、その辺はどうでし

ょうか。いかがでしょうか、国の対応という

のは。農林部はないんですかね、あんまり。 

 

○緒方技術管理課長 技術管理課です。 

 今前川委員のほうからお話がありました件

について、本年度、特に経済対策、それから

災害復旧ということで、補正予算をいただい

た関係もありまして、事故繰りについて大変

心配をいたしました。さらに、工事量がふえ

まして、資材の入手難とか、労働者の方の不

足とかいうことがありましたものですから、

我々も先を見越しまして、財務省のほうには

こういう状況があるんだということをきちん

とお伝えしまして、東北の震災の事例も踏ま

えたところで財務省のほうには、ある程度寛

大な対応をとっていただけるような方向にあ

るんじゃないかなと考えています。 

 ただ、安易な方向にばっかり行くわけに

も、予算の執行ですので、いけませんので、

そこは厳に慎みながら、案件ごとに対応を見

て、事故繰りでの最大限の対応は図っていき

たいなと思っております。以前よりは少しは

緩やかになったのではないかなという感覚は

持っております。 

 

○前川收委員 ぜひそのことについては、我

々も、政治のサイドでしっかり働きかけをし

ていきたいと思っていますので、行政のサイ

ドでも、そのことについては理由がきちっと

立つものをですね。おっしゃったとおり、怠

慢とか計画性がなかったとか、そんな話が事

故繰りをするする認めるというのは、これは

やっぱり会計上はなかなか難しいと思います

し、それは慎むべき部分でありますが、今の

本県の状況から言えば、そうじゃない部分が

ちゃんとあって、きちっと理由が立つという

前提のものがたくさんあると思いますから、

そこはしっかり働きかけをしてください。私

どもも、政治の分野でもしっかり頑張ってい

きたいと思います。 

 

○西聖一委員 職員も大変なので、やっぱり

嘱託は好ましくないけれども、臨時的であれ

ば、職員の増強をしてやらないともてないと

思いますので、そこはお願いします。 

 

○前川收委員 もう１つ、物価の話、これは

さっきちょっとお話がありましたけれども、

現状は、我々の想像以上に現場では、トラッ

クはないわ、重機の機械もないわ、それか

ら、作業員もいらっしゃらないという、そう

いった非常に厳しい状況になっています。 

 これはいろんな影響が出ていると思いま

す。もちろん、東北の大震災の影響が一つ大

きな部分、それから、災害があったのは、熊

本県、去年大きな、ここにいればそれが最大

のものでありますが、今はもう全国的に、こ

としも大きなものがあっていますし、去年

も、別に熊本、九州だけじゃなくて、ほかの

地域でも集中豪雨等や台風等による大きな災

害が生まれていて、これまでどちらかという

とそういった建設部門というのは縮小傾向

で、右肩下がりでだんだんだんだんやってき
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たものですから、現場で働く皆さん方も、会

社も含めてですけれども、全部縮小縮小縮小

とやってきたんですね。やらないと、それは

会社が潰れてしまいますからやむを得ない。

そうしたところに、今度は東日本大震災以

降、物すごく公共工事の需要がふえてしまっ

て、供給側が全く追いつかないということに

なってしまう。 

 もう一つの理由は、その供給側が追いつか

ないことになると何が起こるかというか、も

う御承知のとおり、経済論理ですよ。上がる

んです。人がいないと、希少な人が高くなる

ことは当然でありまして、材料も、それから

人件費も全て高騰しています。 

 ところが、これも入札制度で、いわゆるそ

の入札した時期と、要するに設計なさった時

期と現場で工事をする時期がずれてしまう。

２～３カ月は軽くずれますね、普通であれ

ば。その２～３カ月で、今値段がどんどんど

んどん上がっているというのが現状で、不調

という話があったんですけれども、もちろん

手がないのもそうでしょうけれども、今の値

段で今工事をやろうと思うなら、この値段で

はもう合わないという状況が、県内も含めて

各地で生まれてしまって、わざわざ赤字にな

るとわかっていて仕事をするということが非

常に難しい状況が生まれていることをぜひ御

認識をいただき、なおかつ、物価スライド等

を小まめにやりながら、今工事をなさると発

注時は、例えば１カ月前が発注でしたと、工

事が始まるのは２月とか３月とか知りません

けれども、そういうタイムラグがあるわけで

すね。このタイムラグをしっかり埋めていく

ための調査とか基準というものを、まあ国の

制度も緩和してもらわなきゃならない部分も

たくさんあるし、財務省がうんと言わなきゃ

いけないという前提があるかもしれませんけ

れども、ぜひそこをフレキシブルにやってい

ただけるようにしてもらいたいと思っていま

す。 

 現場は物すごく、今ダンプはもうないです

よ。ダンプカーはない、重機もいない、職工

さんもいない、これでどうやるのと。いない

のをカバーする方法が唯一あります。高く出

すことです。よそよりも高く出すこと。標準

的な値段が１万円だったとすりゃ、３万円出

すから来てくれという、その世界にもうなっ

ているというそういうことをぜひしっかりわ

かっていただいて、発注後の設計単価の見直

し、もしくは歩掛かりまで含めた見直しもや

らざるを得ない状況にあるのじゃないかなと

思いますが、その点はいかがでしょうか、技

術管理課長。 

 

○緒方技術管理課長 御指摘のように、確か

に単価が月々アップ傾向にあるかなという感

触は持っております。 

 そこで、県のほうでも、資材の単価につい

ては毎月調べておりまして、一定の割合以上

ふえた場合には、即設計単価の見直しを図る

ようにしております。 

 それと、もう既に契約した案件について

も、各資材ごとに、受注したときと、今から

資材を調達しようとするときの単価の差が生

じた場合、その場合に、残工事費の１％を超

えるような資材の単価が上がった場合は、単

品のスライドをできるような措置も講じてお

りますので、そういう面で、できるだけ業者

さんがよいものを仕上げてもらえるようなシ

ステムでの対応は図っていきたいと考えてお

ります。 

 

○前川收委員 人件費も同じですか。 

 

○緒方技術管理課長 人件費は…… 

 

○前川收委員 労務単価。 

 

○緒方技術管理課長 単品スライドは、現在

私の記憶の中では資材だけになっておりま
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す。労務については、ちょっと調べさせてく

ださい。 

 

○前川收委員 トラック１台を１日動かして

どうこうという話になると、労務単価まで含

めた形で単価が決まってきますので、そうい

うところで差が出ているというふうに思いま

す。 

 そこで、制度上はそうできるということは

知っていましたけれども、先ほど西先生から

も話があったとおり、県庁の皆さん方がとて

も忙しくて、いわゆる設計変更的な手続をと

らざるを得ない状況になるんだろうと思いま

すね。監督員さんの仕事量がどんとふえるか

ら嫌がるということもあるのかなというふう

に思いますが、その手続はどういう手続でで

きるんですか。 

 

○緒方技術管理課長 資材については、各業

者さんのほうでも、取引伝票とかをきちんと

確認いたしまして、申し出のあった、基本的

には、我々としては、物価調査会での調査の

結果を踏まえた単価でまた改定していきます

ので、一月から二月おくれた価格にはなるか

と思いますけれども、資材を発注したときの

調査結果が反映された後の単価でスライドを

かけるようにしております。 

 

○前川收委員 それは、業者の皆さんが、請

負側が申請すれば、受け取らないことはない

ですね。100％それは受け取って、それから

またいろいろしよると２～３カ月かかるんで

すかね。 

 

○緒方技術管理課長 受け取りまして、その

内容をきちんと確認した上で、さらに我々と

しては、物価調査会のほうが、業者さんがそ

のとき契約した金額の結果を持って調査して

きますので、その調査結果と照らし合わせ

て、残工事費の１％以上の増になっているか

どうかを確認した上での変更になります。一

月か二月ぐらいは、やはり契約としては手続

的にかかるかなとは思っております。 

 

○前川收委員 それは、その手続をやると、

竣工検査後支払いがあるだけですね。工事が

終わりました、検査も終わりましたと、その

途中であっても申請はしています、価格決定

はまだ１カ月か２カ月ちょっとかかるならず

れている。その際、竣工検査というのは受け

られないとかということはなくて、受けた後

で単価だけを調整して、工事が終わった後お

金を払いますよね。払った後にプラスでまた

払うんですか、それとも、それが延びるんで

すか。 

 

○緒方技術管理課長 この適用時期が、竣工

する、正確には覚えていないんですけれど

も、一月か、何十日か前までの時点という規

定があります。基本的には、竣工する前の段

階で設計変更をいたしまして、金額を増した

後に竣工検査ということになります。竣工検

査間際で資料をいただいたとしても、基準上

は変更にならないということになります。 

 

○前川收委員 ということは、皆さん方がど

のくらい審査にかかるかという前提をきちっ

とおっしゃって、２カ月かかるというなら、

工期が、例えば３カ月の工期ですという話で

あれば、とった後１カ月ぐらいには申請しな

いと竣工に間に合わないという、それは金額

の大きなやつで、長い工期をとってあるやつ

はいいかもしれませんが、ちっちゃな事業も

当然あるわけでして、そういうちっちゃな事

業のときには適用できるんですか。 

 

○緒方技術管理課長 時間的タイムラグがあ

りますので、今前川委員が言われた３カ月と

なりますと、ちょっと難しい面もあるかもし

れません。 
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○前川收委員 そういうところをやっぱり改

善してもらいたい。つまり、今もう12月です

よ。年度内発注、年度内につくれという仕事

があるじゃないですか、今から。年度内に終

わる仕事、終わらなきゃならない仕事が。な

いはずはない、あるんです。その仕事は３カ

月しかないわけですね。そうしたら、間に合

わないんですよ、おっしゃったとおり。物価

は上がっていても、調査時期の単価が決まっ

た時期で、この後もっと上がると思います、

多分。年度末に向けて。それは、もう間に合

わない、間に合わないからどうせ上がらな

い、上がらないなら赤字だ、赤字ならやらな

いという循環になっているわけですから、そ

こを、例えば工事が終わった後、竣工後でも

追加の支払いをしますとか、何かちゃんとし

た手当てをしていく。 

 それは、別に業者が悪いわけじゃなくて、

きちっと公平な調査をして、上がっているか

上がっていないかはちゃんと調査なさって、

そちらが調べられるわけですから、それに適

合しましたということがあっても、工期の短

い工事だったら払いませんというのはちょっ

と不合理だと思いますけれども、その辺のと

ころは変えられないんですか。今から年度末

までにというやつは、多分今のお話でいけ

ば、ほとんどもう適用できない状況になると

思いますよ。 

 

○緒方技術管理課長 申しわけないですけれ

ども、何とも今のお話でいきますと、確かに

来年年明けて１月末とかに契約した場合、手

続に間に合わないという可能性も否定はでき

ませんので、発注全体のことでもありますの

で、ちょっとまた土木部との話も必要かと思

いますから、そこはちょっと考えさせてくだ

さい。 

 

○前川收委員 ぜひ考えてください。しか

も、あんまり悠長に考えていただいても困る

話で、これは今現在不落、不調があるという

こともおっしゃっている状況があって、その

要因の一つがそういった制度上の問題で、い

わゆるさっきのゼロ県と同じなんですけれど

も、基本はそこがやっぱり単年度主義、予算

の単年度主義というものが前提にあるから超

えられない線だということだと私は思ってい

るんですよ。 

 そこはやっぱり、それは役所の都合ですか

らね。こっち側の都合じゃないですね。いわ

ゆる受けた側の都合じゃなくて役所側の都合

だから、それははっきり早く返事を出して、

例えば工事が終わった後でもちゃんと受け付

けますとか、そういうやつは何か柔軟に対応

できるということを言わないと、今、多分過

去にないぐらいに非常にスピード感を持って

上がっていると思いますよ。これからもっと

上がると思います。それはもう絶対高いんで

すから、高くなってしまっている状況ですか

ら、業者がそれはとらないという話になる

し、とっても赤字ですというなら、経済対策

でも何でもない状況になってしまうというこ

とになりますので、そこは物価スライドの差

額分はちゃんと制度上見てやるということ

を、今のような課長の話であれば、やっぱり

何かとれないなという話になりますから、ぜ

ひ早目に何か検討して、国にも話をしながら

これは全国の多分問題にもなっているはずで

すから、きちっとした対応を急いでやってい

ただければと思います。要望です。 

 

○村上寅美委員 梅本部長、もうこれで１時

間かかるぞ、やりとりで。だから、もう一課

長で結論が出るわけはないんだから、だか

ら、基準をちゃんと、今さっき出た土木部と

か監理課があるわけだから、そっちのほうが

大きいだろう。だから、県で基準をちゃん

と、透明性のある基準をつくって、そしてや

らないと、やった、やらんだったというよう
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な形なら不合理も出るし、何とかしなきゃい

かぬという質問だから、何とかしますて言わ

なんたい、それは。いやいや、話してたい、

どこまでかはわからんばってんね。 

 

○前川收委員 検討してください。 

 

○梅本農林水産部長 ありがとうございま

す。今御議論をいろいろ聞かせていただきま

して、事業者側あるいは職員のことも含め

て、現場で負担を大変強いているようなとこ

ろがございます。 

 改めまして、事故繰りにつきましては、国

のほうに働きかけて、間口を広げていただき

つつありますので、これについては働きかけ

を強めて、事情を説明していきたいと思いま

す。 

 単価等につきましては、今やりとりがあり

ましたけれども、よりきめ細かな対応が必要

だということを改めて認識いたしまして、こ

れは県庁全体としての議論を早めまして、で

きるだけ速やかにこれから改善を図っていき

たいと思っておりますので、ベストを尽くさ

せていただきたいと思います。 

 

○前川收委員 よろしくお願いします。 

 

○吉永和世委員 林業についてちょっとお尋

ねしたいんですが、先ほど森林整備課の課長

のほうから、立木処分で収入がふえたという

話があったと思うんですけれども、これは原

木の単価の問題なのか、ちょっとよくわから

ないんですが、これまでの状況を考えると、

場所によってはとんとんで、ちょっと場所が

違うと赤字というようなそういったイメージ

があったんですけれども、政権がかわって円

安になった関係で若干原木単価が上がったと

かいう話も聞いているんですけれども、現状

における原木の単価、状況というんですか、

そこら辺をちょっと教えていただければなと

いうふうに思うんですけれども。 

 

○小宮林業振興課長 原木の単価というお話

でございますけれども、現在住宅着工戸数が

伸びておりまして、その関係で１万4,000～

5,000円台の、丸太ですね。杉丸太あたりが

１万4,000～5,000円台の――製材工場、着値

の価格ですが、4,000～5,000円ぐらいになっ

ております。以前が１万2,000円程度、若干

2,000円程度上がっているという状況にはあ

ります。 

 

○吉永和世委員 その住宅発注戸数がふえて

いるから若干上がっているというふうに考え

ればいいわけですか。海外向けに出ているの

で単価が上がっているとか、そういうことは

余り関係ないんですか。 

 

○小宮林業振興課長 現在の状況を言います

と、これは新聞報道等でも言われております

が、消費税増税に伴って住宅着工、まあ駆け

込み需要といいますか、着工戸数が今現在上

がっている状況にございまして、その関係上

で木材の需給が逼迫していると、これに関連

いたしまして、丸太価格が上昇傾向にあると

いうのが現状かというふうに認識しておりま

す。 

 

○吉永和世委員 需要が多いということです

よね、結果としてですね。 

 うちは水俣港があるんですけれども、宮崎

の業者さんあたりが、海外に輸出したいとい

うことで、港湾用地を貸してくれとかいう話

があっているようで、しかし、その港湾用地

の値段が高いもので、結局使われていない現

状があるんですけれども、宮崎あたりの業者

が熊本県を通じて海外へ出すというそういっ

た動きが出ているという状況で、熊本県自

体、そういった海外向けに対する動きという

のがどういう今状況にあるのか、そこら辺教
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えていただければと思うんですが。 

 

○小宮林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 木材の輸出についてでございますが、平成

24年度、１万9,000立方ほど台湾を中心に輸

出がされておりまして、最近、現在の10月ま

での上半期で、中国を中心に、対前年同期比

２倍ほどふえてきております。木材輸出は大

きく増加傾向にはございます。 

 ただ、輸出の価格につきましては、通常の

住宅用の資材とちょっと違いまして、いわゆ

る木材の丸太のＡ、Ｂ、Ｃ材という、いわゆ

る曲がりのほうがＣ材と言っておりますが、

そういったＣ材に近いものの価格で取引がさ

れているという傾向にございます。 

 

○吉永和世委員 Ｃ材といってもようわから

ぬとですけれども、単価的には以前よりは下

がっているわけですか。 

 

○岡部森林局長 今、Ａ、Ｂ、Ｃというのが

出てきましたけれども、Ａというのが、柱を

とれるような真っすぐなラインというイメー

ジですね。Ｂというのは、少し曲がりが出て

いる。Ｃというのは、大きく曲がっていると

いうような、Ｄとかいうのも今出てきていま

すが、それは腐りが入ったり、割れてたりと

いうようなイメージで考えていただければ、

Ａ、Ｂ、Ｃというのはわかると思います。 

 単価的には、やはり柱どりをされる製材の

原木が一番高く取引されておりまして、今輸

出用原木については7,000円とか、その前後

で輸出されております。 

 この輸出につきましては、うちの県だけで

はなくて、九州では志布志という、鹿児島あ

たりで木材関係で大きい輸出港があるんです

けれども、そちらにつきましてが、例年４万

前後の輸出の年間トータル量なんですが、こ

としにつきましては10万を超えるんじゃない

かという話が出ているような状況で、九州全

体として、やはり中国向けの輸出がかなりふ

えてきているというふうな状況に九州各県見

えるみたいです。 

 

○吉永和世委員 今横で採算合わぬとか言っ

ていたんですけれども、実際。現状として

は、その海外向けというのは、地元のそうい

う林家さんとかから考えると、合わないとい

う状況なのか、合うと、まあ出せばプラスと

考えていいんですか、そこら辺は。 

 

○岡部森林局長 先ほどの曲がりの材、それ

については、市場取引価格とほとんど変わら

ない状況でございますので、出す条件、道の

近くとか、いろんな条件によって集材単価が

変わってまいりますので、それについては一

概に合わないというようなことはないと思い

ます。 

 それと、今うちの県内で、先ほど林業振興

課長から、取扱量がことしの10月末で２万3,

000ぐらいというようなことというか、対前

年度をちょっと超えるぐらいのお話がありま

したけれども、一番大きい輸出会社が、日本

製紙木材という社有林を持っておられるとこ

ろなんか、大量に出しておられるのが一番数

量的に、パーセント的には多いところでござ

いまして、そこの場合は、それ用にといいま

すか、市場じゃなくて、輸出用の集材コスト

とかを考えて出しておられますので、そこは

例年何万立米ということで出しておられます

ので、まあ大幅な黒字とは言いませんけれど

も、とんとんというか、収支はとれていると

いうふうには思っております。 

 

○吉永和世委員 宮崎がそうやってやるなら

ば、やっぱり熊本もそういったルートでやる

という考え方を持ってやったほうが、宮崎か

らここまで運んできてというコストを考える

と、県内で切った木を出したほうが安いのか
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なと、コスト的に考えると安いのかなという

ふうに思ったので、そこら辺を含めると、熊

本県で動くという、やるという、そういった

施策を持ってやったほうがいいのかなと思っ

たので、ちょっと聞いてみました。そういう

のができるんだったら、積極的にやっていた

だいたほうがいいのかなと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 

○緒方副委員長 今のことに関連してですけ

れども、先ほど前川委員からもお話ありまし

た。造林事業のこともありました。それか

ら、吉永委員のほうからもありましたけれど

も、どうも私たちに聞こえてくる声が、宮崎

のほうが主伐が物すごく多くて、物すごく切

っているように感じています。そして、造林

事業の先ほどの４月以降の事業がなくて、本

県の場合は、どうしても８月、９月以降しか

ないような話が聞こえてきます。 

 そのときに、どうしてもこちらの業者さん

は宮崎のほうに早く行かれて、あちらで造林

事業に従事されています。ところが、せんだ

って、委員長の一般質問の中で西米良の話が

出ましたけれども、あちらでは、定住促進で

一生懸命若い人を林業従事者に育てていま

す。ところが、熊本県の林業の人たちが行っ

てやるものですから、逆に仕事がないという

ような、せっかく育てたにもかかわらず、仕

事に従事できないという話も漏れ聞こえてき

ます。 

 それから、先ほど消費税導入で、建築の柱

材とかの駆け込み需要が多くなっているとい

うふうに聞こえますけれども、逆に土木の建

築資材、この辺の木材ですね。この辺の需給

ギャップが起きていて、物すごく高くなって

います。そして、逆に物がない。緒方技術管

理課長にお聞きしたいのは、物価スライドの

単品スライドにその木材は該当しているんで

しょうか。 

 それから、労務単価に至っては、型枠大工

さんが３万円をもう超えている状態ですよ。

これは信用取引の部分では、まあその辺で何

とか賄っている部分がありましょうけれど

も、本当に受注したところにとっては、もう

３万を超えるような状況で今やっているよう

な状況にありますけれども、どんなふうにこ

れから木材の県産材を利用する場合ですよ。

大型製材工場を整備してきました。ですか

ら、そういう規格ものしかどんどんわかない

んですけれども、逆に土木資材、縮小傾向に

あったものが急遽需要が出てきて、それに対

応できる製材所が回らないんですよね。そう

いう状況が生まれつつあるんですが、どのよ

うにお感じでしょうか。まあ、要望も含めて

なんですが、まず木材の単品スライドは該当

しているんですかね。 

 

○緒方技術管理課長 私が専門としておると

ころは土木工事なものですから、建築のほう

はちょっとどうなのか、明確に答えきらぬと

ですけれども。 

 

○緒方副委員長 土木の木材を使いますよ

ね。例えば、提案型で鋼管とかを木材のバタ

角でやっているんですね。そのほうが点数高

いんでしょうから、そういうことで提案型で

工事されますよ。だけど、鋼管バタはあって

も、逆に三寸角ですから、ああいう木材の角

バタですか、ああいうのが全然足らないと

か、型枠に使う算木、１インチの２インチで

すか、ああいう材料が全然間に合わない。逆

に値段がどんどん上がっている。そういうの

が単品スライドに該当しているのかなと思い

まして。 

 

○緒方技術管理課長 申しわけありません。

その仮設資材についてが対応できるのかどう

か、私も明確に記憶しておりませんので、労

務も含めてちょっと調べさせて、後日回答さ

せてください。 
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○緒方副委員長 逆に言えば、複合単価です

から、その中に木材が含まれていますよね。

ですから、労務も当然反映してくるんです

が、型枠の平米単価が何千円とかでしょうけ

れども、それが結局、労務も上がっている、

逆にその仮設資材の木材部分も上がってい

る。それが該当しているのかどうかというこ

とです。これは調べといていただければです

ね。 

 

○緒方技術管理課長 わかりました。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。―

―なければ、これで質疑を終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第23号、第29号から第30号ま

で、一括して採決したいと思いますが、御異

議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 異議なしと認め、一括し

て採決いたします。 

 議案第１号外３件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外３件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が３件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 農地中間管理機構について、船越農地・農

業振興課長。 

 

○船越農地・農業振興課長 農地・農業振興

課でございます。 

 お手元の報告資料の農地中間管理機構につ

いてをお願いします。１ページをお願いしま

す。 

 日本再興戦略におきましても、農業に関す

る成長戦略の一つとしまして、農地の中間管

理機構を整備、活用して農地を集積するとい

うことが掲げられております。これを推進す

るために、関連の法案が去る12月５日に成立

しております。 

 国と同様に、県も、目標としまして、一番

上に書いておりますけれども、10年後の平成

35年までに担い手への農地の集積を現在５割

ですか、８割にしていくということでござい

ます。したがいまして、生産コストを削減し

まして、農地の遊休化を防いでいくというこ

とでございます。 

 これまでの手法に加えまして、中間管理機

構を活用しまして農地貸借を進めるため、

人・農地プランと連動いたしまして関係機関

の総力を結集しますということでございま

す。 

 全体のスキームでございますけれども、実

は、本県におきましては、昨年度から、農業

公社を介在させて、大体これと近いような集

積の仕方を進めております。今回、これをつ

くるに当たりましても、相当熊本県のやり方

を参考にされたというふうに聞いておりま

す。 

 このスキームですけれども、真ん中に農地

中間管理機構がございます。県に１つ、知事

が、各県の知事ですけれども、指定します。

県農業公社のほうが想定されております。 

 中間管理機構は、農地の貸し手と借り手の

間を一応介在します。単なる仲介ではござい
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ませんで、農地を借り受けて、賃料を払いま

して、ばらばらの農地なんですけれども、そ

ういった農地を集約してまとめて、規模拡大

して地域の担い手に貸しつけていくというこ

とでございます。 

 また、中間管理機構が中間保有します農地

につきまして、貸し付けが間違いないという

場合につきましては、機構が、例えばあぜ倒

しでございますとか、水田の修繕等をするこ

ともございます。 

 左のほうですけれども、実際、借り受ける

農地につきましては、耕作地でございますと

か、使える耕作放棄地あたりを想定されてい

ます。 

 機構は、農地を貸し付ける場合には、あら

かじめ借り受け希望者を公募しまして、登録

しておきます。機構のほうは、一応貸し付け

ルールに基づきまして貸付先を選定しまし

て、貸し付けの計画について県のほうへ認可

申請をします。県のほうでは、これを認可し

て公告するということでございます。公告す

ることによりまして、利用権が発生しますの

で、登記が必要なくなります。 

 今回の全体の事業でございますけれども、

国策でございまして、一応国のほうでは国費

を大胆に投入するというふうにしておりま

す。県知事の権限は強化されまして、外部的

な評価委員会等が実績評価することになって

おります。 

 この図の左下のほうに、農地台帳のほうの

法定化を書いております。 

 また、一応全国に先駆けて整備してきまし

た地域ＧＩＳ、農地情報の地図化のことでご

ざいますが、こういったことを活用しまし

て、土地の貸し借りに活用していきたいとい

うふうに考えています。特に、市町村境を越

えました農地の貸し借りなどに活用できるか

なというふうに考えています。 

 次のページをお願いしたいと思います。２

ページでございます。 

 農地の集積の進め方でございますが、上の

３つが従来分でございます。例えば、一番上

でございますけれども、相対による集積でご

ざいます。個人側の取引につきまして、農業

委員会とかＪＡがあっせん仲介しておるもの

でございます。２段目が、例えば農地の売買

の中でもそうなんですけれども、県の農業公

社等あたりによりまして、例えば施設園芸と

かお茶とか果樹などの売買による集積を進め

ているところです。３段目が、協業の地域営

農組織の新設、拡大による集積でございま

す。 

 下２つが今回強力に進めていこうというも

のでございまして、４段目ですけれども、農

地中間管理機構などが、例えば地域営農組織

をできるだけ法人化したり、原則的には地域

内の担い手の選定を行いまして、地域ぐるみ

で集積を進めていくやり方でございます。 

 最後が、どうしても受け手そのものが全く

いない地区でございますとか、不足する地域

などで、例えば、参入企業でございますと

か、県外からの農業法人の参入とか、それと

か新規参入者などにまとまって農地を集積す

る方法でございます。 

 次に、３ページをお願いします。 

 ３ページは、今回の農地中間管理機構制度

の詳細でございまして、例えば本県の場合で

すと、右のほうにありますけれども、本県の

農業公社の場合ですと、従来から、例えば農

地の保有化・合理化事業とか、畜産とか、農

業公園の管理をしていましたけれども、この

部分の中の農地の保有化・合理化事業を相当

強化しまして、農地の中間管理事業を進めて

いくということで、農地貸借の大幅な強化と

いうことでございます。 

 真ん中辺に一応囲んでおりますけれども、

知事の権限の強化ということで、どういった

ことかと申しますと、例えば貸付先の選定ル

ール、中間管理機構のほうでつくりますけれ

ども、そういった場合の事業規程の認可でご
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ざいますとか、実際貸し付けを行う際の農地

の利用配分計画の認可、それと役員そのもの

の選任、解任の認可等、それと、例えば農地

中間管理機構の年間の事業計画でございます

とか、こういった形についても一応認可を行

うということでございます。 

 こういったことを結集しまして、平成35年

度までに農地の８割、全体11万ヘクタールの

中の８万6,800ヘクタールを目標としまし

て、担い手へ集積していきたいというように

考えています。 

 一番下に書いていますけれども、生産コス

トでございますけれども、例えば米の場合で

すと、県平均が大体１ヘクタールと言われて

いますけれども、これを一応５倍の５ヘクタ

ールにしますと、相当生産コストは下がりま

して、４割ぐらい一応下がるということで、

利益が出る農業になっていくんじゃないかと

思っています。後を継げる農業とか、例えば

農地の貸し借りが普通のことになるように頑

張っていきたいというふうに考えています。 

 ということで、以上で報告を終わらせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

 

○山中農産課長 農産課でございます。 

 経営所得安定対策見直し後の所得などの試

算について御報告を申し上げます。 

 国におきましては、米政策及び経営所得安

定対策の見直しが検討されておりましたが、

先月26日に、農林水産業地域の活力創造本部

におきまして、制度設計の全体像が決定をさ

れました。また、あわせまして、見直し後の

農村におけるイメージということで、平均的

な農業集落における所得等についての試算結

果も示されました。 

 これを受けまして、本県の平均的な集落に

つきまして、国と同様の前提条件で試算を行

いましたので、その結果を御報告いたしま

す。委員会報告資料の１ページをごらんいた

だきたいと思います。 

 ここに棒グラフで結果をお示ししておりま

す。左側の２つの棒グラフが国における試算

でございます。また、右側の２つが熊本県に

おける試算結果でございます。 

 国、県ともに、農業センサスの調査結果を

もとにしまして、平均的な集落を想定しまし

た。そこにおいて得られます農業所得や交付

金の金額を試算し、結果を見直し前と見直し

後とグラフで並べております。 

 左側の国につきましては、グラフの上のほ

うに面積等を記載しておりますが、水田面積

が19ヘクタール、そのうち不作付水田が1.5

ヘクタール、さらに畑が15ヘクタールという

集落を、全国の平均的な集落として想定して

おります。 

 この場合の試算結果は、棒グラフの上に金

額をお示ししておりますとおり、見直し前の

888万1,000円が、見直し後には1,001万1,000

円となり、見直し前の112.7％となっており

ます。 

 また、本県の場合、右側のグラフでござい

ますが、水田18.5ヘクタール、そのうち不作

付水田が0.8ヘクタール、畑が13ヘクタール

という集落で、主食用米のほかに、本県の代

表的な転作作物であります大豆、麦、ＷＣＳ

用稲、飼料用米等を栽培しているという前提

で試算をいたしますと、見直し前の1,221万

3,000円が、見直し後には1,274万8,000円と

なり、見直し前の104.4％という結果になり

ました。 

 増加の程度には差がございますが、国、県

ともに支援が充実されます飼料用米や米粉用

米の作付をふやして、新たに創設されます日

本型直接支払いで、グラフでは一番上の農地

支払いに含まれておりますけれども、これに

取り組むことで集落の所得や国からの交付金

は増加するという結果になっております。 

 資料の２ページのほうをごらんいただきた

いと思います。 

 今回の試算の前提条件としましては、(1)
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から(4)まででございまして、県におきまし

ても、全く国と同じ考え方で試算を行ってお

ります。 

 まず(1)でございますが、主食用米の１割

を飼料用または米粉用の米に転換するという

ことでございます。今回支援金額が増額され

ましたので、主食用の一部を切りかえるとい

う想定でございます。 

 (2)としまして、不作付地の４分の３に飼

料用あるいは米粉用米を作付けるという前提

でございます。ただ、本県の場合は、水田の

活用を推進してまいりましたので、国に比べ

ますと不作付水田が少なくなっております。

国は水田の８％を見込んでおりますが、本県

の場合は４％といたしております。 

 (3)としまして、飼料用米、米粉用米につ

きましては、今回支援金が増額されましたの

で、上限の10アール当たり10万5,000円で算

定いたしております。 

 右のほうに、飼料用米、米粉用米の米につ

いて、今回の見直しの内容をグラフでお示し

しております。縦軸が助成額、横軸が収量で

ございまして、収量の増加に応じて助成額も

増加する仕組みとなっております。 

 地域の平均的な収量、グラフでは、県の平

均単収515キロとしておりますけれども、こ

こまでとりますと、現在と同じ８万円が交付

され、さらに収量が多くなれば、最大10万5,

000円が交付される仕組みとなっておりま

す。このため、今回の試算でも、収量増加の

ための努力を前提としているということにな

ります。 

 また(4)では、地域の共同活動を促進とい

うことで、新たに創設されます日本型直接支

払いに全ての水田で取り組み、畑においても

一部の取り組みを行うという前提でございま

す。 

 なお、支援単価につきましては、資料の中

段に、見直し前と見直し後で記載をしており

ます。 

 １つ目の丸の経営所得安定対策では、米の

直接支払いの10アール１万5,000円が、右側

の見直し後には7,500円に、また、水田活用

の直接支払いでは、先ほど御説明しましたと

おり、飼料用米、米粉用米が、８万円から、

見直し後には５万5,000円から10万5,000円の

幅で収量に応じて交付されることになりま

す。 

 さらに、２つ目の丸の農地・水保全管理支

払いにつきましては、日本型直接支払いとし

て見直されまして、農地維持支払い及び資源

向上支払いとして田、畑の区分により、それ

ぞれ一定の活動を行うと、ここに記載してお

ります単価で交付金が交付されるということ

になります。 

 今回の試算では、国、県ともに所得などが

増加するという結果になっておりますが、こ

れは先ほどから申し上げましたとおり、不作

付水田の活用などによりまして支援が充実し

ます飼料用米や米粉用米の作付をふやして、

平均収量以上の収量を上げる努力をするとい

うことと、新たに創設されます日本型直接支

払いにしっかり取り組むことによって、従来

以上の金額になるということでございます。 

 ２ページの下のほうでございますが、今後

の対応といたしまして、まず(1)といたしま

して、今後の全体的な水田農業の振興につき

ましては、生産現場の意見等もお聞きしなが

ら、県と関係農業団体等で組織しております

県農業再生協議会及び各市町村などの地域で

組織されております地域農業再生協議会にお

きまして検討を行ってまいります。 

 また、飼料用等の需給調整につきまして

は、県、農業団体あるいは畜産団体、飼料会

社等の実需者も含めて組織をしております県

新規需要米流通連絡協議会におきまして検討

を行ってまいります。 

 さらに、日本型直接支払いにつきまして

は、12月17日に市町村への説明会を開催する

予定でございます。 
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 資料の３ページには、日本型直接支払制度

につきまして、参考資料を添付しております

ので、担当のむらづくり課のほうから御説明

いたします。 

 

○潮崎むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 関連いたしまして、日本型直接支払制度に

ついて、その概要を御説明いたします。３ペ

ージをお願いいたします。 

 これは、国が26年度導入を目指しておりま

す新たな制度でございます。農業農村の持つ

国土保全、水源涵養、景観形成などの多面的

機能を維持していくために、必要な地域活動

を支援するものでございます。多面的機能の

発揮に向けて本県が取り組んでおりますくま

もと里モンプロジェクトの下支えにもなる制

度であると考えております。 

 矢印の右側にありますように、支援の内容

は、農地維持支払いと資源向上支払いの２種

類です。農地維持支払いは、水路の泥上げ、

のり面や農道の草刈りなどの共同活動を支援

します。資源向上支払いは、水路や農道、た

め池等の軽微な補修、景観づくりなどの共同

活動を支援いたします。 

 対象となる農地は、どちらも農振農用地区

域内の農用地、その他市町村が必要と認める

農地です。中山間地域であるとか、平たん地

であるとかの区別はなく、県下全域が対象と

なります。 

 交付単価につきましては、10アール当た

り、農地維持支払いの場合で、田3,000円、

畑2,000円、草地、これには阿蘇などの採草

放牧地も含んでおります。250円。資源向上

支払いの場合で、田2,400円、畑1,440円、草

地240円の予定であり、どちらも活動組織に

交付されます。 

 なお、左側にあります現行制度との関係に

つきましては、農地・水保全管理支払いのう

ち、共同活動支援が廃止されまして、向上活

動支援が存続、また、中山間地域等直接支払

いと環境保全型農業直接支払いも、基本的な

枠組みを維持しつつ、継続される予定となっ

ております。 

 概要について、説明は以上でございます。 

 

○平山全国豊かな海づくり大会推進課長 全

国豊かな海づくり大会推進課でございます。 

 海づくり大会につきましては、去る10月2

6、27日に開催させていただいたところでご

ざいます。委員の皆様にも御参加いただきま

したので、十分内容については御存じのとこ

ろかと思いますが、今回、運営業務を受託し

ておりました業者から、記録画像等の納品が

ございましたので、本日、概要を御報告させ

ていただきます。 

 資料の１ページをお願いいたします。 

 第33回全国豊かな海づくり大会～くまもと

～として、10月26、27日の２日にわたって開

催させていただきました。式典行事を県立劇

場で、海上歓迎・放流行事をエコパーク水俣

で、あわせて有明海域の放流行事を熊本港

で、天草海域の放流行事を牛深漁港で開催い

たしました。関連行事といたしまして、熊本

市の中心市街地、桜町、花畑町一帯で開催い

たしましたし、それぞれの放流会場周辺でも

関連行事を開催いたしました。 

 大会の前日でございます26日には、ホテル

日航熊本で歓迎レセプションを、同時刻に、

絵画、習字作品御覧を、同じくホテル日航熊

本で開催いたしたところでございます。 

 延べ参加人員につきましては、７万11名を

数えております。 

 皆様方は、３ページの写真のほうをごらん

いただければと思います。 

 27日に県立劇場で実施いたしました式典行

事につきましては、1,062名の参加をいただ

きまして、オープニングの山鹿灯籠に始まり

まして、有明海をイメージいたしました旭志

小学校の創作ダンス、八代海をイメージいた
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しました水俣高校と合唱団みなまたの合唱、

最後に、牛深ハイヤ保存会で全国からの招待

者をお迎えしたところでございます。 

 ナビゲーターの宮崎美子さんとくまモンの

ナビゲートで会を進行いたしまして、武蔵ヶ

丘幼稚園の先導によりまして大会旗が入場い

たしました。 

 各行事でも同じ流れになりますが、功績団

体やコンクール受賞者の表彰に続きまして、

最優秀作文の発表。熊本大会で初めてあった

と記憶しておりますが、過去大会では小学生

の作文発表が中心でございましたが、本大会

では、苓洋高校３年生の「「天草宝島」の蒲

鉾店を目指して」という作文の発表がござい

ました。陛下の御退席の際には、この作者で

ございます大野三城さんに、非常に十分な時

間をかけていただいてお声がけをいただいた

ところでございます。 

 続きまして、有明海域と天草海域への稚魚

のお手渡し、３海域それぞれの小学生と漁業

後継者によります熊本海づくりメッセージ

と、日ごろの活動ですとか、将来に向けたメ

ッセージの発表がございました。それに続き

まして、全漁連会長の大会決議、奈良県への

大会旗引き継ぎということで、式典行事を終

了したところでございます。 

 両陛下には、その後、新幹線で水俣のほう

へ御移動いただきまして、５ページに海上歓

迎・放流行事の様子の写真がございますけれ

ども、エコパーク水俣では381名の出席をい

ただきました。熊本港では750名、牛深漁港

会場では630名の参加をいただきまして、海

上歓迎・放流行事が実施されました。 

 水俣の棒踊りによる歓迎演舞に続きまし

て、秀学館の太鼓の演奏で、有明海域、八代

海域、天草海域、それぞれの海域から４つの

漁法を紹介させていただきまして、その後、

放流へと続きます。 

 両陛下には、ヒラメとカサゴの御放流をい

ただきまして、それに続きまして参加者によ

る放流。両陛下の放流に合わせまして、同時

刻に、熊本港、牛深漁港、それぞれの放流会

場でも放流を実施したところでございます。

それぞれの熊本港、牛深漁港では、式典会場

でお手渡しいただきましたお手渡し魚の放流

もあわせて実施いたしました。 

 ７ページが関連行事の様子でございます。 

 桜町、花畑町一帯で実施いたしました関連

行事には、４万7,000名余りの来場者をいた

だいたところでございます。他の地区の関連

行事会場でも、水俣の会場では8,200名、熊

本港の会場でも2,250名、天草の会場でも9,0

00名の御参加をいただいたところでございま

す。 

 さかなクンのステージですとか、くまモン

のステージは、かなり集客力の高い催しでご

ざいました。模擬競りですとか物販、あるい

はあわせて世界農業遺産の取り組みの紹介で

すとか、水俣の海の再生の写真展等を実施し

たところでございます。 

 最後、８ページに歓迎レセプションの様子

でございますけれども、266名の御参加をい

ただきまして、歓迎レセプションを散会いた

しました。両陛下にも、25分という限られた

時間ではございますけれども、御臨席をいた

だきまして、会を進めさせていただいたとこ

ろでございます。 

 下段が絵画、習字作品御覧でございますけ

れども、大会の開催を記念して実施いたしま

した習字、絵画コンクールの最優秀賞をとら

れた６名の方の作品をごらんいただくととも

に、お声がけをいただいたところでございま

す。 

 以上、簡単でございますけれども、本年度

の海づくり大会の概要でございました。 

 以上でございます。 

 

○田代国広委員長 以上で報告が終了しまし

たので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 
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○前川收委員 経営所得安定対策とそれから

農地中間管理機構、大きな農政の動きからす

ればセットみたいな話で、大きな流れとして

は私はやむを得ないと思っていますし、果敢

にこのことを利用しながら、本県農業も取り

組みを強めていくべきだというふうに思って

います。 

 そこで、お尋ねなんですけれども、所得安

定対策が、県の試算も出されておりまして、

結果としては4.4％所得増になる、本県の平

均的な集落でそういう試算結果が出ているこ

とは大変喜ばしいことだというふうに思って

いますけれども、大事なことは、これから作

付にかなり自由、まあ自由なんですね。つく

っていいですということが自由で、これはあ

くまで平均の話でありますので。主食用の米

をきちっとつくりたい地域と、これは地域に

よってやっぱり地帯特性というのがあって、

余り米は合わないよと、同じ田んぼでも。だ

から、それは飼料用米とか米粉用米のほうに

シフトしたがいいんですかというのを県内で

どう調整していくかというのがとても難しく

て、しかも、この調整をちゃんとやらない

と、米ばっかりみんなつくり始めたら、これ

は米単価が暴落してしまうのはわかっている

ことですね。今度は、飼料用米だけをつくり

出すと、恐らく役所が金がもたない。非常に

厳しいし、役所のほうの金が、補助金がたく

さん出ていくということになってくると思い

ますから、そのバランスをどうとるかという

ことについて、基本的なまずは考え方をお聞

きしたいと思います。 

 

○山中農産課長 農産課でございます。 

 今の御指摘の点、非常に大事なことだとい

うふうに思っております。まず、基本的に

は、米粉用米、飼料用米に今非常に注目が集

まっておりますけれども、用途ごとに主食用

米、あるいは今言いました米粉用・飼料用

米、あるいはほかにも加工用ですとか、県内

が焼酎用の米とかございますので、それぞれ

の需要にきちっと見合う形の生産をしていく

ということがポイントだというふうに思って

おります。 

 どこでやるかという話でございますが、全

体の調整につきましては、先ほど申し上げま

した県とそれから団体で農業再生協議会とい

うのを組織しております。そこが基本的な考

え方を示したいというふうに今協議をしてお

ります。 

 それから、具体的に、特に飼料用米、米粉

用米等についての需給調整が非常にポイント

になると思うんですけれども、これにつきま

しても、本県の場合は、平成21年度から米粉

用米、飼料用米の生産に取り組んできており

ますので、その経験の中で、県、それから団

体、それから実需者の方も含めた需給調整の

場がございます。そこをしっかり活用しまし

て、需要に見合う生産をやっていきたいとい

うふうに思っております。 

 ただ、今農家の中では、450万トンの飼料

米、それから10万5,000円という数字が恐ら

くひとり歩きしておりますので、早くそうし

た再生協議会のほうから方向性を示して、今

の情報不足の中での農家の不安を払い去るこ

とが一番大事かなというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 ぜひ、その辺の機能をきちっ

と果たしてもらって、頑張ってもらいたいと

思います。 

 飼料用米、米粉用米は10万5,000円という

話が出ておりまして、もちろんこれは今まで

の８万円というのは、収穫が本当ちょこっと

しかなくても、一生懸命頑張ってたくさん収

穫しても同じ一律で、おかしいなという不満

が随分出ていましたから、今度は収穫量に応

じて交付額が変わってくるということは合理
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的な私は制度だというふうに思っていますけ

れども、ここが結局、この表、どちらも見て

おわかりのとおり、主食用米と飼料用米のバ

ランスをとる、このことだけが、要するに今

度の全体の所得のこの棒グラフの中では変わ

っているところで、あとは全部変わってない

ですね。農地支払いの部分は別ですけれど

も、それ以外の作物の部分は、大豆、麦、Ｗ

ＣＳも全く同じでありまして、ここのバラン

スで変わるということだと思いますので、ぜ

ひそのバランスをきちっと我が県に見合う形

の中で頑張ってとっていただきたいというふ

うに思っています。 

 それともう１つ、多分自由化が進むと、今

までも制度上減反政策をやってきたにもかか

わらず、やっぱりみんなと歩調を合わせない

という人が今までもいましたね。生産調整を

やっていても、私はそれは関係ないという形

でやっていて、真面目な人がペナルティーを

負うようにならないように、その人の枠分ま

で生産調整をしながら地域枠を守ってきたと

いう今までの歴史的な流れがあって、今回自

由化ですから、それは基本的にはもう自由な

わけで、生産調整とかそういうペナルティー

もないわけでしょうから、もっとそこが難し

くなるんじゃないかなと思っていまして、そ

うなると、ＪＡとか、要するに農業団体あた

りときちっと協議をしてやらないと、みんな

に協力する人が損をして、みんなに協力をし

ない人が得をしてしまうということがこれま

で以上に大きくなってしまうということにな

るんじゃないかなと思いますが、その辺の考

え方はいかがですか。 

 

○梅本農林水産部長 御議論いただいている

とおりでございまして、これはやるべきこと

はたくさんございます。それで、実は、きょ

う最初のシミュレーションということでお示

しいたしましたけれども、もっときめ細か

に、経営形態ごとにどういう形になるという

ことをシミュレートしていきたいと思いま

す。そのことが１つ。 

 それからもう一つは、今後の対応で書いて

おりますように、きょうのお示しした棒グラ

フの前提は、主食用の１割が飼料用米に転換

するということを国が想定しましたので、そ

の前提で書いておりますが、ここも、県とか

国のひとりよがりで押しつけたり、これを目

指していったら間違うと思っております。や

っぱり農家は、主食用米をつくりたいとおっ

しゃる方もおりますので、こういうことの情

報をいただきながら、そして、つくり過ぎに

ならないように、米の価格が暴落しないよう

にといったものを微妙に調整しながらハンド

リングしていくということになります。 

 その場合、この下にありますＪＡとか生産

者団体とか、あるいは飼料用米をどれだけつ

くっても畜産農家が受け入れないといけませ

んので、こことの調整とか、複雑な意見交

換、それから、これまで以上のきめ細かな対

応ということをしていきたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 ぜひ、その辺のそごがないよ

うに、頑張っていただきたいというふうに思

います。 

 あわせて、おっしゃったように、主食用米

をつくりたいというのは、食味コンクールで

１位、２位、３位だったですか、とにかく熊

本県の米はうまいと、うまい米ができる土壌

があるわけでありますから、そこがわざわざ

主食用米をつくらずに飼料用米とか米粉用に

転ずるのがどうなのかなということを私も感

じておりまして、やっぱり農業普及員の皆さ

ん方が、適地適作というその視点をしっかり

持って、経済政策だけじゃなくて、こういう

制度だけじゃなくて、この地にはこういう米

をつくったがいいですよと、この地は、申し

わけないけど、水田だけど、なかなか主食用
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米では高い値段で売ることができる地力を持

っていないところも正直あるわけですから、

みんな一律じゃないはずです。それぞれ土壌

も水も違うわけですからね。地帯条件、高さ

も違う。そういうところも総合的に勘案し

て、私は、農業改良普及員というのがいよい

よ大きな役割を担っていかなきゃならない部

分が生まれてくると。自由度を出すだけに、

いろんな情報を、科学的な根拠がある情報を

出して、そのことによってちゃんと皆さんそ

れぞれの考え方が統一感が出てくるというこ

とにならなきゃならないというふうに思って

おりますので、ぜひそういった、この数量面

だけじゃなくて、地帯特性を生かしながら、

適地適作をなおかつやっていくという、そう

いった視点もあわせて持っていっていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○山中農産課長 今御指摘のとおりだと思い

ます。幸い、主食用米につきましては、食味

ランキングで東北の米に負けないという実力

が証明されましたので、これはしっかり今後

も生産をして、売っていく努力が必要だとい

うふうに思っております。 

 ただ、これがどこでもできることではあり

ませんので、もう一つは、飼料用米あるいは

加工用米、米粉用米につきましては、とにか

くコストをどう下げていくかという非常に大

きな課題がございますので、やはりこれにも

適地がございます。これは、やはりそういう

地帯をある程度想定しながら、ただ、それを

こちらから、ここにはこれというふうにはな

かなか言えない部分がございますので、こう

いう条件のところにはこういう米、こういう

条件のところはこういう米というような示し

方をしながら、現場の普及員と一緒にきちん

と進めていきたいというふうに思っておりま

す。 

 

○前川收委員 そこでは言いづらいとおっし

ゃったけれども、やっぱり科学的な根拠が必

要なんですよ。だから、従うか従わないかは

それは農家の自主的な判断だけど、科学的

に、客観的には、この地帯において、これを

つくるよりもこういうやり方をしたほうが皆

さんのためになりますよという公平な科学的

根拠、それをつくるのはやっぱり農研センタ

ーであり、なおかつ改良普及員の皆さん方で

あろうかと思っていまして、そのマッチング

を上手にやれる県とやれなかった県で、恐ら

く今後非常に大きな差が出るというふうに思

っておりますので、そういったところの取り

組みもしっかり頑張ってもらいたいと思いま

すし、私はそれで結構です。 

 

○村上寅美委員 海の日を最後に報告したけ

ど、本当によかったろうと思います。 

 それで、一応成功だという中で、やっぱり

３つの海を持っているというのは、恐らく全

国で熊本県だけだろうと思うし、そして、や

っぱり西岡先生とよく話すんだけど、牛深

港、天草、八代と有明というのは、もう全然

違うわけですね、海の形態が。全然違いま

す。それで、豊かな海づくりということだか

ら、これは終わったと、終わったからさあ済

んだでなくて、やっぱりこれを契機に、３つ

の海に対してどういうふうな施策か何か、今

後何カ年計画でどうするというようなことが

計画がなされているか。なされていないなら

ば、今後ぜひしてほしいと言っています。 

 特に私がお願いしたいのは、有明海が、豊

穣の海が、もう今は死の海だというぐらい沿

岸に魚がいない。沿岸にいないというのは、

稚魚がいないから成長するわけがない。それ

は、もうヘドロをかぶって酸欠で育たない環

境になっているから、一部覆砂もしてもらい

よるけども、覆砂の効果が全然ないとは言わ

ぬけども、抜本的な問題を有明海の場合はぜ

ひ検討をしてもらいたいということを要望し

ておきます。何か計画があれば言ってくださ
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い、課長。なかなら、もう要望で、部長に要

望しときます。 

 

○梅本農林水産部長 海づくり大会、本当に

ありがとうございました。 

 御指摘のように、海づくり大会をきっかけ

にして、今後の３海域の方向といいますか、

これを改めて地元の方々と一生懸命話しまし

て、方向を改めて考え、そして対策を打って

いきたいと思います。 

 とりわけ、有明海につきましては、諫早の

ことで今話題になっておりますけれども、私

どもも、非常に国の対策について、近く農林

省から説明を求めるべく責任者を呼んで、き

ちっと聞いて適切に対応したいと思っており

ます。また、先生方に御報告申し上げたいと

思っております。 

 

○村上寅美委員 基本的に覆砂どうこうとい

う次元じゃないからね。もう有明海の場合

は、120年ぐらい全然、農業干拓をやってき

ていたやつがもうやってないということだか

ら、これは1792年の普賢岳の爆発、それか

ら、今度は我々の家庭排水、こういうものも

全部最終的な終末は有明海ですから、その辺

をよく検討していただかないと、非常に漁を

する漁師さんが、もう漁で生活ができない。

それから、ノリが有明海中心ですけれども、

ノリも、私が見るところ、もう峠を越えて、

やっぱりこれも土壌が非常に、ノリ畑が浸食

しているという感じがしますから、なってし

まってからどうということじゃなくて、予防

的というよりも抜本的なことを、ぜひ県と国

に、あるいは市に強く要望をしておきたいと

思います。要望です。 

 

○吉永和世委員 済みません、海づくりです

けれども、あれだけ台風の進路によってどう

なるかと大変心労もあったかというふうに思

いますが、当日は、水俣の海も本当にブルー

の色を発して、すばらしい状況を、よみがえ

った海を全国に発信できたというふうに思っ

ておりまして、本当に執行部の方々の御苦労

に感謝を申し上げたいというふうに思いま

す。 

 今団長がおっしゃいましたが、これから先

がまた一段と大事なのかなというふうに思い

ますし、今有明海の話だけされましたけれど

も、できれば、やっぱり３つの会場でやった

という意義があるわけですから、その３つの

海がこれから豊穣の海へとまた変わっていく

ということが非常に大事なことだろうという

ふうに思いますので、やっぱり現場の方々が

どういう思いを持っていらっしゃるのかとい

うことを、ぜひ現場に入って、実際生の声を

聞いていただいて、それをどう施策に転じて

いけるのかというのを我々も一緒にやってい

ければというふうに思いますので、ぜひ頑張

っていただきたいというふうに思いまして、

これは要望でございます。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○泉広幸委員 先ほど前川委員のほうから、

関連なんですけれども、飼料用米あるいはま

た米粉用米あたりなんですけれども、実は私

の地区あたりが営農組織を立ち上げるという

ことになっております。その営農組織で、例

えばそういう飼料用米をつくると。そうした

場合には、畜産農家とか米粉用のメーカーと

いいますか、そういったところとやはり契約

をせんといかぬとですかね。そういう内容を

少しだけでも教えていただければと。 

 

○山中農産課長 飼料用米、米粉用米につい

ては、作付前に売り先を見つけるというのが

必要になります。そして、国に、６月末だっ

たと思うんですけれども、そういう計画を出

して認定を受けるという手続がございますの

で、どうしても事前にそういうところ、結び
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つけ先を探しておく必要がございます。 

 現在では、農家の段階で個人的に探されて

いる方もありますし、あるいは農協単位でや

られているところもありますし、最終的には

経済連のほうで両方まとめてマッチングして

いくという場もございますので、そういうと

ころを活用いただければというふうに思って

おります。 

 

○泉広幸委員 わかりました。 

 

○早田順一委員 今関連してなんですけれど

も、飼料用米ですけれども、受け皿ですよ

ね。受け皿の体制づくりというのが今はあん

まりできてないと思うんですよ。その協議会

を立ち上げられて、県新規需要米流通連絡協

議会ですか、今立ち上げられているというこ

とですけれども、いつごろぐらいまでにその

方向性というか、ある程度農家の人がこの飼

料用米を安心してつくられる体制というか、

そういう方向性はいつごろ出されるんでしょ

うか。 

 

○山中農産課長 この新規需要米流通連絡協

議会につきましては、もう５年目の活動をや

っている既存の組織でございますので、一応

１月から、農家のほうにはどのくらいつくり

ますかと、それから、使われる方にはどのく

らい需要がありますかという両方の意見を聞

いて、そして調整をしていくという作業が始

まります。 

 ですから、国の制度が、今回の場合は少し

まだ詳細が出ていないので、説明を受けてか

らということにはなりますけれども、そのマ

ッチングの作業自体は、例年どおり１月から

始まるということでございます。 

 県として、どのくらいのところを目指すか

ということにつきましては、今検討しており

まして、できるだけ早く方向性を出していき

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○早田順一委員 飼料用稲と飼料用米とあり

ますけれども、稲のほうはあんまり変わって

いませんけれども、飼料用米のほうを食べる

家畜というか、そういうのというのは限られ

ているじゃないですか、あんまり。だから、

その辺の需要というのが果たして見つかるの

かなというのがちょっと不安だったものです

から、その辺は大丈夫でしょうか。 

 

○矢野畜産課長 畜産課でございます。 

 米の飼料用につきましては、今現在熊本県

で、24年度産の米については3,000トンぐら

い食わせてございます。先ほどちょっとお話

ございましたように、畜産農家１戸と耕種農

家とを結びというのも当然ございますけれど

も、これから先進めていく、需要がふえてい

くといいますか、たくさん生産されるように

なりますと、配合飼料会社との中で、配合飼

料の中にまぜてもらうと、そういう形で広く

使っていく形になるかなというふうに思って

おります。 

 あるいは、例えば、ティマールと私ども申

し上げますけれども、草とか、それからいろ

んな穀物、それからいろんな食品廃棄物関係

も含めて、全てで家畜に必要な栄養成分に合

わせた餌ということでつくっておりますけれ

ども、給食センターみたいなところで使って

いくとか、そういう形に今後は持っていかな

いといけないのかなというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○西聖一委員 農地中間管理機構について、

私からの意見ということでさせていただきま

すけれども、これは30数年前からあった農地

保有合理化事業のときにあった農地管理公
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社、そして現在の農業公社を焼き直したもの

であって、すごく今回国が力を入れていると

いう言い方でＰＲされていますけれども、進

める上で、やっぱり慎重にやったほうがいい

と私は思います。 

 総論で担い手の８割農地を集めるという、

これは否定はしませんけれども、実際、出し

手と受け手をマッチングするという作業は大

変な作業でありますし、出す農地って、やっ

ぱり基本的に使われない農地、使いたくない

農地でありますから、それをどんどん借りた

り、借り受けすると、塩漬けということで必

ずなってきますから、あんまり国の言うとお

りしよると大変なことになるんじゃないかと

いうことと、それから、それを成功させるた

めには、今農業公社がやっている20の重点集

落事業ですか、今振興局単位で、あれをきち

っとやっていく中で成功させていくという手

順をとったがいいと私は思っています。 

 この機構の最初の開発を出すときには、国

は相当なお金をつぎ込んで、国費投入と言っ

ていましたけれども、結果的には、今見ると

あんまりメリットはないようですし、それか

ら、お金は来るけれども、やっぱりマッチン

グする、お見合いの仲介をとる人材、今、農

業委員会なんていうのは、もう合併合併で専

門の農地を扱いきる職員ってほとんどいませ

んし、それが全部県で負担するとなると、県

はただでさえ人材が足りない中で、農業管理

機構に投入できる人材というのも限られてい

るわけですから、やらなければならないけれ

ども、あんまり早合点する必要はないかな

と。 

 あと、知事の権限がありますから、蒲島知

事は、これを見ると、知事が権限でやれるん

じゃないかと思い違いをされると困りますの

で、そこら辺は現場の意見をしっかり踏まえ

て、伝えた上でやっていただきたいなという

ふうに思います。 

 

○船越農地・農業振興課長 おっしゃるとお

り、非常にこの何年か、売買とか集積あたり

相当進めてきましたけれども、しっかり集積

が進んでいるところと全く進んでいないとこ

ろ、これがあることは一応存じ上げておりま

す。 

 現在、昨年から、申し上げましたけれど

も、42カ所で一応重点地区をつくりまして、

農業公社として初めてなんですが、全国的に

はあんまり事例はないと思うんですけれど

も、貸借のほうをしていこうということで、

地元のＪＡさんとか、それと地元の農業委員

会さん、一応連携してやっております。 

 少しずつ実績は上がってきていますけれど

も、問題は、その重点地区にさえも手を挙げ

ないところですよね。これがいっぱいある

と。ねらうところは、本来、その重点地区を

つくっていきまして、今後合計４年間で100

地区ぐらいしたいと思っていまして、そうい

った地区を見習いながらとか、広げていけれ

ばと思ったんですけれども、なかなか、全く

後継者がいない、少ないとかあって、今後ど

うやって広がりをつくっていくかというとこ

ろなんですけれども、今回のこういった国の

事業ですから、使うべきは使いながらと思っ

ていますけれども、ベースはやはり重点地区

あたりかとは思っています。 

 ただ、今一番何が問題かと言いますと、後

継ぎが少ないところに限ってなかなか、協議

の場というか、話し合いで進めますよといっ

ても、その話し合いに出てくることも厳しい

ような地区がいっぱいございますので、そう

いったところは、事業委託と言うんですけれ

ども、現在、農業公社あたり人員的にも限ら

れていますので、市町村とかに事業を委託し

まして、そういった地区の方々をその気にさ

せて、点から面へということを何とかやって

いければと思っていますけれども、おっしゃ

ったとおりの現状はございます。ですけど、

それで諦めないように頑張っていければと考
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えていますけれども。 

 

○田代国広委員長 慎重な対応を求めたんだ

ろう。今のちょっと答弁は……。 

 

○梅本農林水産部長 この件につきまして

は、一般質問でもお答えさせていただきまし

たけれども、機械的にあるいは一律的にやる

つもりはございません。公募して、右から左

に土地を動かすみたいな形ではいけないと思

っております。 

 それで、一般質問で答えましたように、そ

の地域で受け手が受け入れないと長い間農業

ができませんので、地域の中で総合的に判断

していくということが大事ですので、そうい

う基準を、知事がつくります基準のルールに

きちっと定めまして持っていきたいと思って

おります。これまで熊本県は、よその県と比

べて大きな経験則がございますので、そこは

間違えないようにしていきたいと思います。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了いたします。 

 次に、その他で何かありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了しました。 

 最後に、次回の委員会の開催予定について

御連絡いたします。 

 次回は、１月29日の午前10時からの開催予

定となっています。正式には、別途通知いた

しますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。お疲れでした。 

  午後０時５分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  農林水産常任委員会委員長 
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